
食育基本法（抜粋）

第１条 目的

この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわ
たって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課
題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等

■第１章 総則

食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を
利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うととも
に 自ら食育の推進のための活動を実践することにより 食に関する理解を深めることを

第６条 食に関する体験活動と食育推進活動の実践

の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項定めることにより、食
育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化
的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

に、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを
旨として、行わなければならない。

食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調
和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況につ
いての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、
農山漁村 活性化と我が国 食料自給率 向上に資するよう 推進されなければならな

第７条 伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化

と食料自給率の向上への貢献

農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならな
い。

国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費
者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国

第23条 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

■第３章 基本的施策

民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性
化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農
林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における
消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策
を講ずるものとする。



第２次食育推進基本計画（抜粋）

平成23年度から27年度までの５年間

１．重点課題
(1)生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進
(2)生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
(3)家庭における共食を通じた子ども の食育の推進

●第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

(3)家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進
２．基本的な取組方針
(1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
(2)食に関する感謝の念と理解
(3)食育推進運動の展開
(4)子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割
(5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践
(6)我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の

●第２ 食育の推進の目標に関する事項

(9)農林漁業体験を経験した国民の割合の増加
食に関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関する体験
活動の機会を提供することが重要である このため 農林漁業者等による農林漁業

活性化と食料自給率の向上への貢献
(7)食品の安全性の確保等における食育の役割

２．食育の推進に当たっての目
標

活動の機会を提供することが重要である。このため、農林漁業者等による農林漁業
体験や子ども農山漁村交流プロジェクトなど体験活動を促進することにより「農林
漁業体験に参加した人」の割合の増加を目標とする。具体的には、平成２２年度
の２７％から、２７年度までに３０％以上とすることを目指す。



中国四国農政局 消費・安全部 消費生活課
〒700-8532 岡山市北区下石井１丁目４－１岡山第２合同庁舎

TEL:086-224-4511 FAX：086-224-4530
中国四国農政局ホームページ｢食育ひろば｣中国四国農政局ホ ム ジ 食育ひろば｣

http://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/index.html 

・鳥取地域センター 消費・安全グループ TEL:0857-22-3131
・松江地域センター 消費・安全グループ TEL:0852-24-7311
・広島地域センター 消費・安全グループ TEL:082-228-9629
・福山地域センター 消費・安全グループ TEL:084-955-8642
・山口地域センター 消費・安全グループ TEL:083-922-5204
徳島地域センタ 消費 安全グル プ TEL 088 622 6136・徳島地域センター 消費・安全グループ TEL:088-622-6136

・高松地域センター 消費・安全グループ TEL:087-831-0827
・松山地域センター 消費・安全グループ TEL:089-932-1379
・高知地域センター 消費・安全グループ TEL:088-875-2155


